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はじめに 

 

本報告書は、令和２年度「地方消費者行政に関する先進的モデル事業」として消費者庁

委託事業として採択された「事業者見学を通した地域における消費者教育の推進」の事業

実施報告書である。 

新型コロナウイルス感染症による制約はあったが、「つくり手とつかい手をつなぐ消費者

教育プログラム SDGs 調査隊」として、２回のつかい手向けプログラムと、４事業者に

対するつくり手向けプログラムを実施することができた。本事業の成果はWebサイトで

動画や写真等で紹介すると共に、「地域で取り組む実践ガイド」として全国の関係者に配布

することができた。この取り組みが全国に広がり、SDGsの達成に繋がっていくことを願

っている。 

この場をお借りして、消費者庁、浜松市の皆様をはじめ、検討委員及び評価委員の先生

方、関係者全ての方に心から御礼申し上げたい。 

 

令和 3 年２月 26 日 

公益財団法人消費者教育支援センター 
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１．本事業について 
（１）事業の背景と目的 

  

令和 2 年 3 月に閣議決定された第 4 次消費者基本計画において、消費者政策の基本的方

向（２）「消費者の自立と事業者の自主的取組の加速」の項目では、自立した消費者を育成

する消費者教育が、消費者政策において重要課題として位置づけられている。消費者の自立

には、被害に遭わない、自主的かつ合理的な意思決定ができる、いわゆる「だまされない消

費者」であることに加え、未来や地域・世界を大切にする「自分で考える消費者」の育成が

求められている。 

その一方で、事業者に対しては、消費者目線で消費者の声を聞き、活かすこと、未来・次

世代のために取り組むこと、法令順守・コーポレートガバナンスを強化することに取り組む

「消費者志向経営」の普及を促進するとしており、消費者の自立と事業者の自主的取組が同

時に加速することにより、SDGsの目標達成に近づくものと考えられる。 

 

このような取組を地域で推進するために、地域における消費者教育の推進体制の構築が

重要である。地方公共団体では、平成 24 年に施行された消費者教育推進法により実施の責

務が生じており、都道府県及び政令指定都市では、消費者教育推進計画や消費者教育推進地

域協議会が設置され、連携協働による消費者教育を推進しようとしている。しかし、国民生

活センター（2018）の自治体を対象とした調査結果によれば、その具体的内容は出前講座や

啓発物の配布が多く、SDGs 達成に向けた多様な主体の連携による消費者教育の取組は必ず

しも十分ではない。特に、体制構築の一つとして消費者教育コーディネーターの育成・配置

が進められているが、都道府県を中心に配置が進む一方で、中小規模の地方公共団体への配

置は今後の大きな課題である。 

 

そこで本事業では、地域での連携協働事業の先進的モデルとして、「事業者見学」を有効

な消費者教育の場として設定し、そこを軸にしてエシカル消費や消費者志向経営等を推進

するプログラムを提案する。事業者見学の参加者は小学生期の児童とその親であり、「家庭

における消費者教育」の一つの場としてとらえることができる。また、本プログラムの趣旨

を通じて、見学先の従業員も自らの消費者としての主体性を高める機会となり、事業者が

SDGs や ESG（環境・社会・ガバナンス）を意識した消費者志向経営（サステナブル経営）

を導入、促進することにつながるものである。これにより、生産と消費のそれぞれの立場か

ら、人や社会、環境に配慮したエシカル消費の理解を深め、地域の文化や発展につながる消

費者市民を育成することになる。 

  

本事業では、「事業者見学」を通じた先進モデル構築のために多面的に課題を設定し、そ

れを解決することを通じて、地域における消費者教育の先進的モデル事例を構築すること

を目的とする。なお、本事業を通じて解決しようとする主な課題は、以下の６点である。 
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① 家庭における消費者教育（小学生期）・子育て世代（成人期）の実態が明確になってい  

ない。 

子育て世代が家庭において消費者教育をどの程度意識して実施しているのか、希望する

事業者見学プログラム等のニーズはどこにあるのか。子育て世代は、以前と比較して共働き

が増えており労働者としての側面ももつが、働いている企業において、消費者志向経営やエ

シカル消費について研修もしくは情報提供はあるか。 

 

② 子供が事業者見学を通じて消費者としての資質・能力を身に付けるための事業者見学

プログラムの在り方について具体的なマニュアルがない。 

すでに工場見学が用意されている事業者もあり、その見学をすることにも価値があるが、

既存の工場見学がより効果的な消費者教育のプログラムとなるためには、どのような工夫

が必要なのか。また、工場見学を特に用意していないが、地域に根差した食文化や伝統工芸

等はどの地域にも存在しており、エシカル消費を考える上で重要であると思われる。その地

域の特色ある事業者を対象としたプログラムには、どのような工夫が必要なのか。 

 

③ 家庭における消費者教育の機会が得にくい児童養護施設等の子供たちへの配慮事項や

事業者見学プログラムへの参加の機会の持ち方などの十分な情報がない。 

学校教育はすべての児童を対象としているが、家庭における消費者教育においては、家庭

の事情によってその内容は大きく異なっている。特に、児童養護施設という環境下において

はその機会が限られている。地域において実施する親子向けの事業者見学プログラムでは

参加の機会が奪われている可能性がある。このような児童に対して等しく機会を提供する

ためにどのような工夫が必要なのか。 

 

④ 消費者志向経営の理解を深める従業員（成人期）に対する消費者教育のプログラム開発

について充分な情報がない。 

企業の従業員は、消費者としての主体性を高めることで、消費者志向経営の理解に深まり

が見られるか。また、そのような従業員教育のプログラムは、どのような方法をとったらよ

いか。 

 

⑤ 地域連携で実施する消費者教育プログラムにおいて、消費者教育コーディネーターは

どのような役割を果たすことができるのか、具体事例の情報が限られている。 

 消費者教育コーディネーターが配置されている自治体も増えてきたが、地域での連携協

働を行う場合に、具体的にどのような活動を行っているのか。コーディネーターの活動内容

を言語化することで、他の地方公共団体での展開に有効になるのではないか。また、新たに

導入する地方公共団体が増えることが期待できるのではないか。 
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⑥ 職域、家庭、地域、学校の取組がそれぞれに分断されており、「つながり」が見えづらい。 

地方公共団体での取組は、対象や場が異なることにより個別的な取組となりやすく、活動

内容が分断されるケースが多い。相互の取組を有機的につなげることで、事業効果が高まる

ことが予想されるが、限られたマンパワーでは難しいのが現実ではないだろうか。そこで、

本事業の各取組を相互に明示的につなげる工夫をし、それを可視化することで、他の地方公

共団体での展開に有効ではないか。 

 

なお、本事業では、上記の課題解決を通じて、以下の効果が期待される。 

 

① 子育て世代を対象としたアンケート調査を実施し、家庭教育及び子育て世代の消費者

教育の実態と、本事業に対するニーズを把握することができる。 

 

② ①の調査結果や、関係者へのヒアリング結果をもとに、検討委員会において地域の実情

に応じたプログラムの検討を行い、「事業者見学」を中心とした消費者教育のプログラ

ム開発に当たっての知見を得ることができる。 

 

③ 家庭教育の機会が十分に持ちづらい児童養護施設で生活する児童に対し、どのような

消費者教育を行うことが必要なのか知見を得ることができる。 

 

④ 従業員に対する消費者教育プログラムを開発することができる。 

 

⑤ 地域における連携・協働プロジェクトにおいて、消費者教育コーディネーターがどのよ

うに関与できるのか知見を得ることができる。 

 

⑥ 本事業の成果をマニュアルとし、全国に配布する。また、全体像をWebページや動画

コンテンツで共有することにより、相互のつながりを理解し、実現したい社会の目標を

明確にすることができる。 
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（２）事業概要 

 

本事業は、静岡県浜松市をモデル地域として、「事業者見学」を有効な消費者教育の場と

して設定し、そこを軸にエシカル消費や消費者志向経営等を推進するプログラムを提案す

るものである。プログラムの全体像を「つくり手とつかい手をつなぐ消費者教育プログラム 

SDGs 調査隊」と設定し、つかい手である小学生とその保護者を対象とした 1 日体験プロ

グラム 2種（SDGs 調査隊：食のひみつ、遠州綿紬のひみつ）と、調査対象事業者の従業員

を対象とした研修プログラムを実施し、他地域での実践につなげるための「実践マニュアル」

を作成して、全国の消費生活センターや教育委員会、関係者に配布した。また、プログラム

全体の様子は、Web サイトに動画や写真、ダウンロードデータ等で示し、広く普及を図っ

た。事業概要は 7ページ、スケジュールは８ページに示した通りである。 

 

事業の全体イメージ 

 

 

（出典）「つくり手とつかい手とつなぐ消費者教育プログラム SDGs 調査隊 地域で取り組む実践ガイド」 

 

なお、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言により、以下の事業を変更した。 

●児童養護施設を対象とした体験プログラム（1回） 

→1/23 に実施予定であったため準備を進めていたが、緊急事態宣言により急遽中止し

た。同様のプログラム（食のひみつ）を親子対象で 1度実施していたため、その内容に基

づいて児童養護施設対象のプログラム変更を検討し、マニュアル（実践ガイド）に実施ポ

イントや留意点を明確にした。 

●従業員を対象とした研修（4回） 

→1月中旬から 2月上旬に対面形式で実施予定であったが、緊急事態宣言によりオンラ

イン形式の研修に変更した。オンライン化に向けて個別に動画収録、編集、アンケートフ

ォーム作成等の作業により対応 
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２．検討委員会の設置 

 

浜松市の消費者教育推進地域協議会の委員を中心として検討委員会を設定し、5 回の検討

委員会を実施した（2020/7/14、8/31、9/29、12/17、2021/2/5）。委員は以下に示す通りで

ある。第 1 回から第 4 回は浜松市くらしのセンターで開催し、第 5 回はオンラインで開催

した。 

 

 ＜検討委員会 委員＞  

静岡文化芸術大学文化政策学部教授     下澤 嶽   

静岡県生活協同組合連合会常務理事        中村 範子  

浜松商工会議所理事              湯口 哲世  

浜松市消費者団体連絡会会長           野中 正子  

保護者代表（zakka＋fairtrade 晴天）    三室 千菜美  

浜松市市民生活課くらしのセンター消費者教育コーディネーター  杉本 真弓  

浜松市市民生活課くらしのセンター消費者教育コーディネーター  太田 克彦  

公益財団法人消費者教育支援センター専務理事・首席主任研究員  柿野 成美 

 

検討委員会の議題は以下の通りである。 

 

 ◆第 1回検討委員会 

（令和２年 7 月 14日（火）13：00～15：00） 

自己紹介、事業進捗状況説明（子育て世代を対象とした消費者教育実態調査・徳島県消費

者志向経営企業の視察）、地方自治体（滋賀県近江八幡市・山口県）における体験プログ

ラムの事例紹介、意見交換 

  

◆第 2 回検討委員会 

（令和２年８月 31 日 (月）13：00～15：00) 

 「子育て世代を対象とした消費者教育実態調査」の途中経過の報告、徳島消費者志向経営

企業のヒアリング報告と市内ヒアリング先について、今後の検討委員会スケジュール案

と事業目標設定と評価案の確認、事業者の選定案・マニュアル案・事業広報とデザイン案

についての検討 

 

 ◆第 3回検討委員会 

（令和２年９月 29 日 (火）13：00～15：00） 

「子育て世代を対象とした消費者教育実態調査」結果概要報告、浜松市内ヒアリングの結

果について報告、浜松市ＳＤＧｓ推進プラットホーム会員企業に対する調査について、親

子を対象としたプログラム案について、親子を対象としたプログラムの広報について、配
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慮が必要な参加者について、事業の目標設定と評価について検討 

 

 ◆第 4回検討委員会 

（令和 2年 12 月 17 日（木）10：00～12：00） 

広報の取組と応募状況の報告、11/21 こだわりの食のひみつ実施報告、12/5 遠州綿紬の

ひみつ実施報告、従業員対象の研修案について、児童養護施設の子どもを対象としたプロ

グラムについて、マニュアル案について検討 

 

 ◆第 5回検討委員会 

（令和 3年 2 月 5 日（金）13：00～15：00：オンライン会議） 

児童養護施設の子供を対象としたプログラムの報告、従業員対象の研修の報告、マニュア

ル案について、Web サイトについて、事業評価について、評価委員会について 
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３．プログラム開発・実施 

（１）現状把握 

（１）－１ 子育て世代に対するニーズ調査 

 

浜松市内の子育て世代に対して、家庭における消費者教育の実態と、学校外の事業者見学

プログラムに対するニーズを質問紙調査により明らかにした。 

なお、調査票（単純集計結果付）は巻末の参考資料を、グラフデータはWeb サイトを参

照されたい。 

 

実施主体    公益財団法人消費者教育支援センター 

調査地域    浜松市 

調査対象    調査協力が得られた市内１３小学校1の４～６年生児童の保護者  

3,140 人（うち、91 人は外国人保護者） 

 調査方法    調査協力が得られた学校に依頼し、担当教諭より該当の児童経由で 

保護者に調査票を配付し、保護者からは郵送返送 

（１家庭に該当の児童が２名以上いる場合は、年長の児童についての

回答を依頼した。また、外国人保護者には、質問を限定し、わかりや

すい表現の平仮名のみの調査票を作成し依頼した。） 

 調査時期    令和２年７～８月 

 有効回収数（率）1,759（56.0％） うち、外国人保護者票は 14票（15.4％） 

 集計方法    外国人保護者にも質問した設問は 1,759 票を、外国人保護者に質問し 

ていない設問は 1,745 票を総数として割合を算出している。外国人保 

護者との共通質問か否かについては、「調査票（単純集計結果付）」を 

参照のこと。 

 

＜主な調査結果＞ 

 ・保護者の 4 分の 3 が消費生活の学習経験がないと回答した。 

 ・経験があると回答した保護者でも、学校教育を終えるとほとんど経験がない。 

 ・消費生活に関する情報の入手先は、ほとんどがインターネットである。 

 ・環境への影響やお金の大切さなど、家庭で消費者教育が行われているが、自分が忙しく 

て時間がない等の課題を 7 割の保護者が抱えている。 

・親子が一緒に実施する体験プログラムは重要だと感じる保護者が多く、参加してみたい

テーマは農業、食品加工、伝統工芸であった。 

                                                      

1 浜松市消費者教育コーディネーターの協力の下、蒲小学校、県居小学校、浅間小学校、城北小学校、佐

鳴台小学校、雄踏小学校、北浜北小学校、双葉小学校、二俣小学校、中部小学校、広沢小学校、井伊谷小学

校、相生小学校の 13 校の協力を得て実施した。 
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（出典）「つくり手とつかい手とつなぐ消費者教育プログラム SDGs 調査隊 地域で取り組む実践ガイド」

p.10-11 
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（１）－２ 事業者に対するアンケート調査 

  

市内の SDGs プラットフォームに参加する事業者に対してアンケート調査を行い、消費

者とのコミュニケーション活動、従業員に対する SDGs 関連の研修の実施状況等について

実態調査を行った。詳細はWebサイトに掲載している。 

 

調査対象    「浜松市 SDGs推進プラットフォーム」会員企業 161 社 

調査方法    「浜松市 SDGs 推進プラットフォーム」運営主体の浜松市企画調整部

企画経由で会員企業に調査票を配付し、メール返送 

調査時期    令和２年 9 月中旬～10月７日 

有効回収数（率） 59 社（36.6％） 

主な質問内容   SDGs 達成に向けた取組について、消費者とのコミュニケーション活

動について（工場見学等の受け入れの有無）、従業員研修について 

 

＜主な調査結果＞  

・工場見学や職場体験等の消費者とのコミュニケーション活動を行っている事業者は全体

の 6割強であり、企業規模が大きい方が取り組む割合が高い。 

・SDGsに関連した従業員研修は、過半数の企業で実施していない。 

・従業員研修に対するニーズは、先行事例の紹介が最も多い。 

・従業員研修に対して必要なことは、社内研修への専門講師の派遣、研修用の教材の提供で 

あった。 
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（出典）「つくり手とつかい手とつなぐ消費者教育プログラム SDGs 調査隊 地域で取り組む実践ガイド」

p.12 
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（１）―３ 関係団体等に対するヒアリング調査 

 

市内の関係団体等に対して、消費者教育の取組状況や、プログラムに対するニーズを把握

するためヒアリング調査を実施した。ヒアリング先は、プログラムの実施や周知に関わる市

商工関係担当課、参加の対象者として市内の児童養護施設等を対象とした。 

 

8 月 7日 四国大学短期大学部 加渡いずみ教授（オンライン） 

：徳島県の取組について 

8 月 17 日 浜松市産業部農業水産課長 

：体験プログラム協力事業者や協力団体等について 

8 月 18 日  社会福祉法人葵会 児童養護施設清明寮 

：児童養護施設の子供を対象としたプログラム 

8 月 27 日  有限会社 三和畜産  

：生産者の思い・実施している体験プログラム 

  ぬくもり工房「遠州綿紬」 

：伝統産業への思いと体験プログラムの取り組み 

8 月 28 日  昭和楽器製造株式会社 

：事業内容と子ども向け体験プログラムの内容    

  株式会社 栄商会 

：事業内容と子供向け体験プログラムの内容 

8 月 31 日  京丸園株式会社 

：生産者の思い・実施している体験プログラム  

 

 

有限会社三和畜産                 ぬくもり工房 
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（１）―４ 消費者志向経営企業の実地調査・ヒアリング（徳島県） 

 

消費者志向自主宣言 153 事業者（2020 年 3 月末現在）のうち、多数の事業者が所在する

徳島県を訪れ、消費者志向経営優良事例表彰を受賞した企業において、見学の受け入れ状況

や、市民とのコミュニケーション方法等についてヒアリングを行い、プログラム検討の参考

とした。 

 

7 月 28 日  喜多機械産業株式会社 徳島県庁 

7 月 29 日  株式会社日誠産業  

環境型複合施設「上勝町ゼロ・ウェイストセンター（WHY）」 

「ゼロ・ウェイストアクションホテル（HOTELWHY）」 

7 月 30 日 上勝町企画環境課 Saai dye studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喜多機械産業株式会社                 株式会社日誠産業 
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（２）事業者見学・従業員研修プログラム 

 

（２）―１ 事業者の選択とプログラムの企画・実施 

 

アンケート調査、ヒアリング調査、実地調査を踏まえて、検討委員会で議論の上、市内の

事業者の見学を軸にしたプログラム開発を行った。開発に当たっては、（ア）既存の工場見

学がすでに用意されている事業者との連携により実施するプログラム、（イ）その地域に固

有の文化的なプログラムを想定し、検討を進めた。しかし、新型コロナウイルス感染症によ

り、既存の工場見学を受け付けている大規模事業者は見学を停止していたため、個別に可能

性のある事業者を検討し、（ア）として「こだわりの食のひみつ」（11/21）を、（イ）では伝

統工芸として遠州綿紬を取り上げ、新プログラム「遠州綿紬のひみつ」を作成した（12/5）。 

 

参加者には、プログラムへの参加意識が高まる専用グッズ（取材ノート、缶バッチ、任命

書）を作成・配布した。これらのデータは、全て専用Web サイトにデータを掲載し、活用

できるようにしている。 

 

  

取材ノート 任命書 

缶バッチ サコッシュ 
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場所 時刻 活動 準備物等 

  事前アンケート アンケート用紙 

＜集合＞ 8：15 集合・確認  

 8：45 受付 

・参加費の徴収 

・検温・健康確認シート受け取り 

グッズ：クリップボード、サコ

ッシュ、 

受付用：領収書、おつり 

コロナ対策用：マスク予備、除

菌シート、アルコール消毒 

くらしのセンター 9：00 SDGs 調査隊任命式  

・SDGs 調査隊ワークブック（任命書）

授与 

調査隊隊員任命書 

ワークブック、保護者用ワーク

シート 

＜バス移動＞ 9：15 オリエンテーション 

 

SDGs 解説用フリップ 

3 か所の外観写真 A3 用写真 

遠鉄ストア祝田店 

 

10：05 買い物体験 お肉の売り場を見学！ 

（2グループに分かれて） 

・ソーセージの売り場をのぞいてみよ

う 

・チンゲンザイの売り場をのぞいてみ

よう 

ツアー旗用意 

 

 

 

 

＜バス移動＞ 10：30 遠鉄ストア祝田店の振り返り  

有限会社三和畜産 

 

10：45 

 

 

 

 

11：25 

 

 

 

12：10 

とんきいのひみつを探そう 

・豚の赤ちゃん抱っこしよう！ 

・集合写真 

・とんきいのひみつを探ろう！クイズ 

 ひみつは“えさ” 

お肉を食べよう！ 

・ソーセージを手順の説明 

・調理開始 

・蒸し中・洗い物・片付け・食事準備 

【昼食】・ソーセージを食べよう！ 

（パン・野菜でサンドイッチ） 

・このソーセージ、君ならいくらで売

るかな？ 

 

赤ちゃん豚（3頭）、ペーパータ

オル、ごみ袋、石鹸、アルコー

ル除菌、 

実物大のぶたのイラスト、地図 

 

 

 

手順のイラスト（磁石付）、

袋、ラップ、 

 

机のレイアウトの確認 

 

＜バス移動＞ 12：55 とんきいの振り返り  

京丸園 

 

13：40 京丸園のひみつを探ろう１ 

（三つ葉のハウス） 

・京丸園さんの畑の紹介 

・だれもが安心して作業できる工夫を

体験 

＜移動＞ 

京丸園のひみつを探ろう２ 

（チンゲンザイのハウス） 

・だれもが作業できる工夫を見つけよ

う 

・チンゲンサイの収穫体験 

・チンゲンザイの苗を植えよう！ 

 

 

 

 

 

 

収穫用の袋・キッチンバサミ 

カットしたペットボトル、500

ｍｌのペットボトル 

回収して事務局で液肥を入れる 

 

世界地図 

（ア）こだわりの食のひみつ 
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・育て方のコツとおいしい食べ方を聞

こう！ 

・タネはどこから？ 

・大事にしていること 

（持続可能な農業） 

 

＜バス移動＞ 15：15 京丸園の振り返り  

まとめ 15：30 今日体験してあなたは何をしようと思

いましたか？ 

・感想を書いて全体で共有 

 

SDGs 調査隊缶バッチ授与 

閉会のコメント 

アンケート記入 

集合写真 

事前に到着し会場準備 

ホワイトボードに 3か所の写真

をそれぞれ貼る 

各生産者のコメントを貼る用紙

を用意 

調査隊缶バッチ、水性マジック 

それぞれのワークシートをコピ

ーして返却 

＜解散＞ 16：00   
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場所 時刻 参加者活動 準備物等 

  事前アンケート  

＜集合＞ 

くらしのセンター 

9：00 受付 

・検温・手の除菌 

・健康確認シートの受け取りチェック 

・参加費の徴収 

・グッズ配付 

コロナ対策用：マスク予備、除

菌シート、アルコール消毒、体

温計 

受付：名簿、領収書、おつり、

健康確認シート 

くらしのセンター 9：15 

35 分 

SDGs 調査隊 任命式  

・今日のねらい 

・SDGs の解説 

・任命書授与 

・SDGs 調査隊の今日のミッションについ

て簡単に説明 

オリエンテーション 

・静岡巾着飴でアイスブレイク 

・大高さん松浦さん紹介と仕事は何？ 

・「遠州綿紬」の写真はどれ？ 

ヒントと答え 

・最初のミッション 1を確認して移動 

 

フリップ 

取材ノート 

任命書 

 

 

 

遠州綿紬静岡巾着 

 

＜徒歩移動＞ 9：50  ツアー旗用意 

遠鉄百貨店 

ぬくもり工房 

10：00 ミッション１  

「ぬくもり工房」を調査せよ！  
・取材ノートをもとに調べてメモを取ろう。 

・わからなければ聞いてみよう！ 

＜トイレタイム＞ 

撮影用カメラのみ事前申請必要 

＜バス移動＞ 

 

 

 

北川糊付 

 

 

＜バス移動＞ 

 

戸塚織屋 

 

 

＜バス移動＞ 

蒲協働センター 

小野江織物 

 

 

＜バス移動＞ 

10：30 

 

 

 

 

11：00 

 

 

11：30 

 

 

11：40 

 

 

12：10 

 

12：30 

 

13：05 

13：45 

【バス】お店の様子の振り返り 

ミッション２  

糸から布ができるまでを調査せよ 

・予想の確認  

・北川さんを調査（糊付け）どんな仕

事、取材タイム 

【バス】北川さんの調査の振り返り 

・予測の確認 

・戸塚さんを調査（機織り）どんな仕

事、取材タイム 

【バス】戸塚さんの調査の振り返り 

【昼食・トイレ休憩】 

 

・予想の確認 

・青田さんを調査（整経） 

  どんな仕事、取材タイム 

・○○さんの仕事調査（検品） どんな

仕事、取材タイム 

【バス】小野江織物さんの調査の振り返

り 

バスの中でお店の感想を共有 

マイクは？ 

 

 

 

北川糊付：東区笠井町 1014 

 

 

 

 

 

戸塚織布：東区豊西町 1871-2 

 

 

 

 

蒲協働センター：東区子安町

309-1 

小野江織物：東区植松町 158-10 

くらしのセンター 14：00 ミッション３ つながりを調査せよ くらしのセンター：中区海老塚

（イ）遠州綿紬のひみつ 
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   ・できるまでの答え合わせ 

・原産国 

・体験の説明と浜松で綿紬が出来たわけ 

・【体験】 

1 綿花から種を取り出す 

2 糸につむぐ 

3 布を織る 

 

・感想をメモする 

・ぬくもり工房の大高さんと小野江織物

の松浦さんの思いを探ろう 

・伝えたかったことをメモ 

町 51-1 

 

PPT、パソコン、ケーブル、世

界地図 

綿花 

 

3 つのグループごとに分かれて

体験 

講師が体験をそれぞれに分担を

する 

 15：30 

 

SDGs 調査隊報告会 

・アクション宣言を記入する 

・発表 

・まとめ SDGs とエシカル消費 

・缶バッチ授与 

・大高さんと松浦さんからのコメント 

・記念写真 

・付せんとアンケート記入 

 

保護者アンケート記入・封筒記

名・マジック 

 

缶バッチ 

 

付せん 

子どものアンケート記入 

＜解散＞ 16：00   
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（２）―２ 児童養護施設、ひとり親世帯に対する参加支援 

 

本事業では、家庭における消費者教育の機会が十分に得にくい環境である児童施設等の

児童や、ひとり親世帯に対しての参加の支援を検討した。 

児童養護施設に対しては、市内の清明寮の理事長及び施設長にヒアリングを実施したと

ころ、18 歳で施設を退所する子供たちにとって消費者教育は非常に重要であり、是非実施

してほしいというニーズがあった。そのため「こだわりの食のひみつ」を児童養護施設の子

供向けに改良を加え、実施できるよう準備した（新型コロナウイルス感染症による緊急事態

宣言の発令により中止となった）。 

また、ひとり親世帯の参加支援については、子育て世代向けのアンケート調査からひとり

親世帯を別集計し、他の世帯と比較を行ったところ、ひとり親世帯特有のニーズは特に抽出

できなかったこと、また検討委員会においてこの結果について検討したところ、行政として

ひとり親世帯のみを特別に参加支援を行うことが馴染まないのではないか、という意見が

見られたことから、特段の支援を実施しないこととした。 

 

（２）―３ 事業者に対する従業員研修プログラムの企画・実施 

 

本事業の協力企業の従業員に対して、このプログラムの意義を伝えることを通じて、消費

者志向経営及びエシカル消費について理解を深めることを目的とする研修会のプログラム

を開発した。実施に当たっては、協力企業の 4社に対して個別にプログラムを用意した。 

 

主な内容は次の通り。 

ア）研修の目的の共有 

イ）動画視聴により、つかい手のプログラムを振り返る 

ウ）SDGs 調査隊について説明 

エ）エシカル消費とサステナブル経営の解説 

オ）今後の活動を考える（つくり手として、つかい手として） 
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４．広報 

 

本事業の広報に当たっては、専用のWeb サイトを立ち上げ、事業の進捗状況に合わせて

本プログラムの理解を深めることができるような情報発信を行った。また、事業者見学で児

童が学習する内容は、一般市民にとっても示唆に富むものであることから、プログラムの内

容を伝える動画を 2 本作成した。6.で述べるマニュアルや、動画等をWeb サイトに掲載し、

SNS 等を活用して多くの人に届くよう工夫した。 

 

（１）プログラムの広報 

 

募集チラシ おもて（ポスター）       募集チラシ うら 

 

 上記のチラシ及びポスターを作成して、プログラムの広報を行った。チラシは A4サイ

ズで 5000 枚、ポスターは A2サイズ 100 枚を作成した。チラシは子育て世代アンケート

に回答依頼をした小学校を通じて配布したほか、市内の協働センター等に配架した。ポス

ターは遠鉄の駅貼りとし、10 月 29 日～11月 12 日の 2 週間掲示した。 

これと並行して、独自のWebサイトで広報及び申込フォームを作成した他、ツイッタ

ーを活用した情報発信を実施した。 
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（２）成果の広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用Web サイト 

 

プログラムを動画で撮影し、YouTube で公開 
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５. 効果検証のための評価委員会の設置 

 

プログラムの参加者に対して、事前事後のアンケートを行い、参加の前後で意識や行動の

変化があったか検証を行った。またこれらのデータに基づき、別に立ち上げた評価委員会に

おいて、本プログラムの有効性や課題について議論を行い、他の自治体で実施する場合のポ

イントについて整理した。委員会は２月８日にオンラインで開催した。 

 

＜検討委員会 委員＞ 

椙山女学園大学教授・日本消費者教育学会会長            東   珠実                        

公益社団法人消費者関連専門家会議専務理事                   坂倉  忠夫 

社会福祉法人葵会理事長石塚 猛裕/代理児童養護施設清明寮施設長    野末  鈴菜 

 

・報告事項（事業概要について、事業の目標設定と評価について、体験プログラム当日の

様子及び従業員研修について、マニュアルについて） 

・事業評価 

 

＜定量的評価＞ 

・事業者見学プログラムの参加申し込み件数 目標 20 組 

・見学参加者の満足度（実施後のアンケート調査 複数項目） 

   児童の満足度について    目標 80％ 

保護者の満足度について   目標 80％ 

・企業従業員の意識の変化（実施後のアンケート調査 複数項目） 

   消費者志向経営について   目標 70％ 

エシカル消費について    目標 70％ 

＜定性的評価＞  

・ 多様な地方公共団体で活用できる先進的で汎用性のあるプログラムが開発できたか 

・ 地域の多様なステークホルダーの連携が図られるプログラムとなっているか 

・ SDGs の目標達成に貢献できる内容のプログラムであるか 

・ 消費者教育コーディネーターの役割について実証することができたか 
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６. マニュアルの作成・配布 

 

本事業におけるノウハウを他の地方公共団体に広めるため、マニュアルとして、「つくり

手とつかい手をつなぐ消費者教育プログラム SDGs 調査隊 地域で取り組む実践ガイド」

を作成した。内容は入門編と実践編に分かれ、入門編では基本的なコンセプトの説明、プロ

グラム開発の経緯や現状把握のために実施した各種調査の結果、消費者教育コーディネー

ターの活動を紹介し、また実践編では実施における配慮事項等について、分かりやすく説明

した。実践ガイドは、都道府県、政令指定都市を含む全国の地方公共団体の消費生活センタ

ー及び教育委員会消費者教育担当指導主事宛て約 1800 か所に配布し、活用を促した。 

なお、内容については、参考資料②を参照されたい。Web サイトからも pdf がダウンロ

ードすることができる。 

 

 

 
実践ガイド及び発送用封筒 
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７. 事業の評価と今後の課題 

（１）事業評価 

（１）―１ 定量的評価 

 

① 見学プログラムの参加申し込み件数  設定目標 20組 

 

・こだわりの食のひみつ（11/21）    ・遠州綿紬のひみつ（12/5） 

 

 

 

 

 

「遠州綿紬のひみつ」は、参加人数に達しなかったため、対象を小学校１年生から６年生

のきょうだいにも広げて募集した。 

新型コロナウイルス感染症の拡大期にあったため、参加申し込み件数は目標に満たなか

った。また、前日のキャンセル等もあり、実際の参加者数は、こだわりの食のひみつ 8

組、遠州綿紬のひみつ 7組であった。 

 

 

② 参加者：児童の満足度について（実施後のアンケート複数項目）設定目標 80％ 

 

＜こだわりの食のひみつ＞  

参加数：８名（内訳 ４年２名・５年５名・６年１名） 

 

 ・「エシカル消費」について   

エシカル消費を知っているか（事前） エシカル消費の意味が分かったか（事後） 

ア 知っている ０ ア よく分かった  ４ 

イ 言葉だけ聞いたことがある １ イ だいたい分かった  ３ 

ウ 知らない ７ ウ 少し分かった  ０ 

 エ あまり分からなかった  １ 

 

・つくり手のおもいが分かったか？（事後）  

 

 

 

 

 

 

 

応募人数（組） 15 

情報の 

入手先 

チラシ：学校 10 

チラシ：その他 3 

WEB 2 

応募人数（組） ７ 

情報の 

入手先 

チラシ：学校 ６ 

チラシ：その他 １ 

WEB  

とんきい 人数 

ア よく分かった ６ 

イ だいたい分かった ０ 

ウ 少し分かった ２ 

エ あまり分からなかった ０ 

京丸園 人数 

ア よく分かった ６ 

イ だいたい分かった １ 

ウ 少し分かった １ 

エ あまり分からなかった ０ 
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・食べているものがどこで生産されて、どうやって自分の所にやってくるかこれから気にし

ますか？（事後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜遠州綿紬のプログラム＞ 

参加数：７名（内訳 １年 １名・４年 ４名・５年 ２名） 

 

・「エシカル消費」について  

エシカル消費を知っているか 人数 エシカル消費の意味が分かったか 人数 

ア 知っている １ ア よく分かった  ４ 

イ 言葉だけ聞いたことがある ２ イ だいたい分かった  ３ 

ウ 知らない ４ ウ 少し分かった  ０ 

 エ あまり分からなかった  ０ 

 

・つくり手のおもいが分かったか（事後） 

 

 

・これから、だれが、どこで、どんなふうに作ったのかを考えて、商品を見たり買ったりし

ますか？（事後） 

尺 度 人数 

ア いつも考えていく 4 

イ たまに考えていく 3 

ウ あまり考えない 0 

エ ぜんぜん考えない 0 

 

児童の満足度については、いずれのプログラムにおいてもおおむね肯定的な意見であ

り、目標を達成できたと考えられる。満足度だけでなく、子供たちは今回のプログラムの

ねらいを理解し、エシカル消費の理解度が高まるプログラムとなっていた。 

尺 度 人数 

ア いつも気にすると思う 4 

イ たまに気にすると思う 2 

ウ あまり気にしないと思う 2 

エ ぜんぜん気にしないと思う 0 

職人の仕事調査 人数 

ア よく分かった ５ 

イ だいたい分かった １ 

ウ 少し分かった ０ 

エ あまり分からなかった ０ 

大高さんと松浦さんの話 人数 

ア よく分かった ５ 

イ だいたい分かった １ 

ウ 少し分かった ０ 

エ あまり分からなかった １ 
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③ 参加者：保護者の満足度について（実施後のアンケート複数項目）設定目 80％ 

 

・本プログラムの全体評価 

尺 度 
こだわりの食のひみつ

（n=８） 

遠州綿紬のプログラム 

（n=7） 

1 大変よかった 6 6 

2 おおむね良かった 2 1 

3 あまり良くなかった 0 0 

4 良くなかった 0 0 

 

・プログラムに参加する前後で比較して、あなた自身に、買い物や消費生活に対する考え方

に変化はあったか。 

尺 度 
こだわりの食のひみつ

（n=８） 

遠州綿紬のプログラム 

（n=7） 

1 とても変化があった 0 2 

2 やや変化があった 7 4 

3 特にない 0 0 

4 どちらとも言えない 1 0 

無回答 0 1 

 

・本事業は、消費と生産が分断されている現代社会において、「事業者見学」を通じて消費

者が生産者の想いや願いを知り、普段の消費生活を振り返ることを目的として実施されま

した。あなたは本日のプログラムに参加して、このプログラムは目的に対して効果的である

と思いましたか。 

 

尺 度 
こだわりの食のひみつ

（n=８） 

遠州綿紬のプログラム 

（n=7） 

1 非常に効果的である 3 4 

2 効果的である 5 2 

3 あまり効果的ではない 0 0 

4 効果的ではない 0 0 

無回答 0 1 

 

保護者の満足度は「大変良かった」「おおむね良かった」の回答が 100％となり、非常に

好評であった。また、プログラムの趣旨を理解し、効果的であると回答した保護者も多

く、親子で学ぶ消費者教育の機会として一定の成果が得られた。 
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④ 企業従業員の意識の変化（実施後のアンケート複数項目）（n=35） 

エシカル消費について    目標 70％ 

消費者志向経営について   目標 70％ 

 

0.「SDGs」について 

言葉と意味を知っており、日頃の仕事・生活でも意識している。 5 

言葉と意味を知っていた。 7 

言葉だけ知っていた。 6 

知らなかった。 17 

 

１．「つかい手」としての行動変化 

「６－３．SDGs の達成に向けて「つかい手」として、家庭であなたが普段取り組んでいること。」から

「６－４．SDGs の達成に向けて「つかい手」として、家庭であなたが今後取り組んでみたいこと。」の

記述の変化 

  つかい手としての行動の変化（エシカル消費） 

変化した

(n=35) 

34 

97% 

 

＜主な記述例＞ 

SDGs 認識 

「つかい手」として 

家庭で普段取り組んでいること 

「つかい手」として 

家庭で今後取り組んでみたいこと 

SDGs という

言葉を知ら

なかった 

特に意識して取り組んでいません

でした。 

不要なものをできるだけ購入しないよう

心掛けていきたいと思います。 

SDGs という

言葉を知ら

なかった 

なし 他の産地の伝統工芸にも少しは興味をも

つようにしようと思いました。 

SDGs という

言葉を知ら

なかった 

国産の野菜を買うこと（地元の野

菜等） 

食べ残しをしないこと（ロスを減らす

事）より安心安全な野菜の栽培をして

いる農園の情報を知る 

言葉と意味

を知ってい

た 

賞味期限の切れそうなものから買

う 

物を購入するとき、どんな生産者か、ど

んな会社か調べて買う 
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２.「つくり手」としての行動変化 

「SDGs の達成に向けて「つくり手」として、職場であなたが普段取り組んでいること」から「SDGs の達成に向け

て「つくり手」として、職場であなたが今後取り組んでみたいことや社長に提案してみたいこと」の記述の変化 

  つくり手としての行動の変化（消費者志向経営） 

変化した

(n=35) 

29 

83% 

 

主な記述例 

SDGs 認識 

「つくり手」として 

職場で普段取り組んでいること 

「つくり手」として 

職場で今後取り組んでみたいことや 

社長に提案してみたいこと。 

SDGs という

言葉を知ら

なかった 

すべての人にあった仕事があると思

っているので、その人のあった仕事を

その人がやりやすいようにする事 

食べ残しをしないこと（ロスを減らす

事）、より安心安全な野菜を栽培していき

たい、子供たちに栽培方法を教える 

SDGs という

言葉を知ら

なかった 

それぞれの仕事の工程の職人さん達

の仕事を理解するように努めること。 

 

伝統工芸品という観点から、次の時代の

担い手のお手伝いができるようなことは

ないか、考えてみたい。 

言葉だけ知

っていた。 

なるべく資源の無駄を出さないよう

にペーパーレスを目指し、作業してい

ます。 

やむを得ない紙資源はメモパッドと

して再利用するなど微力ながら環境

保全に取り組んでいます。 

職場が更に働きがいがあると感じられる

ようになるためにも、プライベートのリ

フレッシュがしやすいように有給休暇な

ど積極的にとれる環境作りをしていきた

い。 

言葉と意味

を知ってお

り、日頃の仕

事・生活でも

意識してい

る。 

ジェンダーの表現に関して、アパレル

関係のご案内には男女の区別をしな

ければならない場面が多くあります

が、商品の色や雰囲気によって男女区

別をこちらから押し付けないように

しています。従来のように、青色の商

品を男性向け、赤色の商品を女性向け

と表現するなどをやめ、個人の好みを

尊重できるような接客を心がけてい

ます。 

6-1（左側）で書いたことは、個人的に心

がけていることです。 

店全体で、平等な接客を心がけられれば

と思います。 

男女や年齢の区別なく、誰もが良いなと

思える商品作りをしたいです。 

 

 企業従業員の研修では、今後、SDGs 達成に向けてつかい手としてやってみたいことを

新たに提案した割合は 97％、つくり手として新たに取り組んでみたいことを提案した割合

は 83％であり、エシカル消費、消費者志向経営に向けた行動の兆しがみられる結果となっ

た。 
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（１）―２ 定性的評価  

 

評価委員会において、以下の項目について第三者評価を受けた。 

 

＜評価項目＞ 

① 多様な地方公共団体で活用できる先進的で汎用性のあるプログラムが開発できたか 

② 地域の多様なステークホルダーの連携が図られるプログラムとなっているか 

③  SDGs の目標達成に貢献できる内容のプログラムであるか 

④ 消費者教育コーディネーターの役割について実証することができたか 

 

＜評価基準＞ 

必達レベルに到達していない：1点 

必達レベルには達したが努力レベルに達していない：2 点 

努力レベルに達している：3点 

 

 

①多様な地方公共団体で活用できる先進的で汎用性のあるプログラムが開発できたか 

・浜松市の豊かな地域資源に依拠している部分も多いと感じるが、他の地方自治体の参考に

なる先進的なプログラムである。（３点） 

・浜松市のような条件の揃っていない地域への展開に向けた工夫が必要（２点） 

・地域の産業と文化特性に合わせた展開ができる汎用性の高いプログラムである。（３点） 

 

 

② 地域の多様なステークホルダーの連携が図られるプログラムとなっているか 

・消費者（子ども、子育て世代の親）、事業者を「思い」でつなぐすぐれたプログラムであ

る。（３点） 
・消費者・事業者・行政の連携がよく図れている。（３点） 

・小学生を対象にした体験の開催において地域の多様な関係者が連携し同時かつ共に学ぶ

ことができるプログラムである。（３点） 

 

 

③ SDGs の目標達成に貢献できる内容のプログラムであるか 

・目標 12 の達成に十分に貢献しているが、SDGs の全体的な理解や他の目標との関連性へ

の気づきを導くような仕掛けがあるとなおよい。（３点） 
・SDGsのどの目標に貢献するのか、目標 12以外についても考える必要あり。（２点） 

・このプログラムにより特に次世代を担う子どもたちの SDGs に関心を持つ強力な取り掛

かりになるが、目標の達成への貢献ついては、更なる周知や活動が求められる。（２点） 
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④ 消費者教育コーディネーターの役割について実証することができたか 

・本事業における消費者教育コーディネーターの役割は明確にされたが、分析的な検証はな

されていない。（３点） 

・大変重要な役割であることが再認識できた。（３点） 

・地域においての文化・産業などを理解し、つながりを調整する役割として、非常に重要と

いうことが実証されていた。（３点） 

 

 

総合評価：A 委員 11 点 

B 委員 10 点 

C 委員 11 点 （12 点満点中） 
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＜評価委員からのコメント＞ 

 

「SDGs調査隊」は、地方公共団体が消費者教育コーディネーターや地域資源を活用して取

り組む、SDGs 時代の新たな消費者教育プログラムである。本事業では、従来のいわゆる事

業者見学を応用・発展させ、こだわりをもった「つくり手」（事業者）と、「つかい手」（消

費者）である子どもたちやその親たちを体験によってつなぐところに特徴がある。つくり手

は思いや技を伝え、つかい手はそれらを五感で受け止め、心で学ぶ画期的なプログラムとな

っている。また、つくり手にも従業員研修等を実施し、聞き取りやアンケートにより効果や

課題を明確化している点も興味深い。実践ガイドを活用し、この新たなプログラムが全国各

地で展開されることに期待したい。 

（椙山女学園大学教授・日本消費者教育学会会長 東珠実） 

 

 

消費者と事業者の双方がエシカル消費や SDGs について学び合うことができ、地域の発展

や持続可能な社会、消費者市民社会の構築につながる、素晴らしい消費者教育プログラムで

す。地域の多様なステークホルダーと連携し今後の継続性が期待できることや、実践ガイド

によるマニュアル化、PDCA が回せる仕組みなども素晴らしいです。 今後、この取組が他

のエリアにも展開され、様々な担い手の方々がつながり協力し、「つくり手」と「つかい手」

が共創する輪が全国に広がっていくことを期待いたします。 

（公益社団法人消費者関連専門家会議専務理事 坂倉忠夫） 

 

 

児童養護施設入所児童への体験プログラムは、施設を家庭の代わりとして生活する子ども

が自分の暮らす地域の産業や文化に加え、エシカル消費や SDGs について学ぶ大変良い機

会であると思います。また施設の職員も子どもが体験プログラムに参加することで共に学

び、広い視野で気づきを得ることにも意義を感じます。消費の機会に接することが少ない児

童養護施設の子どもたちが成長し、社会自立をする時のためにも消費者教育はとても重要

だと思います。今回は実施できず残念でした。次の機会を期待しています。 

（社会福祉法人葵会理事長 石塚猛裕 / 児童養護施設清明寮施設長 野末鈴菜）
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（２）本事業の成果と残された課題 

 

6 つの課題に基づき事業を進めた結果、本事業の成果と残された課題は以下のように示す

ことができる。 

 

① 子育て世代を対象としたアンケート調査を実施し、その実態が明らかになった。 

浜松市内の小学校の協力を得て、保護者約 3000 名を対象にアンケート調査を実施するこ

とができた（有効回答数 56.0％）。その結果、保護者自身の消費生活に関する学習経験が４

分の１程度であり、その機会は、「小中学校、高等学校の授業や活動等」が 57.4％で最も割

合が高く、次いで、「職場での講習会・勉強会等」が 32.5％であった。消費生活に関する情

報の入手先はインターネットが多い。すなわち、学校を卒業して社会人になってからは、消

費者教育の学習機会が限定されていることが示された。 

 家庭においては、環境関連やお金の大切さなどを中心に消費者教育が行われているが、忙

しくて時間がない、教え方がわからない等の課題を７割の保護者が感じていた。親子で一緒

に学ぶ機会については、９割以上でその重要性を指摘しており、その内容としては農業体験

や食品加工、伝統工芸に関するものを希望していた。 

 子育て世代は子供と保護者が一緒に学ぶことができる重要な対象であり、小学校との連

携を深める等によって今後一層の取組が有効であることが示唆された。 

 

② 事業者見学を軸にした消費者教育プログラムを実施し、それを構築するためのマニュア

ル（実践ガイド）を作成できた。 

事業者見学を軸にした消費者教育プログラムにおいて、「売り場調査」を組み込むことを

提案した。その体験により、消費者としての自覚を高め、さらにはその先にいる生産者につ

ながるきっかけをつかむことができる。このことを分かりやすく実践ガイドに収録した。 

また、当初、想定していた工場見学はコロナ禍により見学中止とされていたため、既に体

験や見学などを受け入れている事業者を検討委員会から出た意見やヒアリング結果を基に

検討した。その結果、「ソーセージ作り体験」として料理教室を行っていた畜産農家を対象

とすることとした。経営者は、ソーセージの原材料である豚がどのように生産されているか

や、豚の赤ちゃんを抱っこする体験を取り入れたことにより、命をいただいているという繋

がりを気づかせるプログラムになり、普段から伝えたいと思っている内容が参加者により

深く伝わったと話していた。 

新規プログラムの開発では、伝統工芸である遠州綿紬を取り上げた。地域に古くから伝わ

る伝統が職人の手仕事によってつながっていること、後継者不足という課題がありながら

も、それを残していこうとする若い経営者たちの取組があることを知り、地域に対する思い

や愛着が生まれた。 

プログラムを開発する時の工夫は、対象となる事業者にどのように出会うかということ

である。今回、遠州綿紬のぬくもり工房の社長は、消費者教育コーディネーター（元家庭科



36  

  

 

教諭、管理職経験者）の教え子であり、全面的な協力を得た。また、他の事業者も、検討委

員会のチームメンバーから熱心で協力的だという情報を得ており、地域関係者のネットワ

ークで事業者を選定することが重要であることが改めて示されたといえよう。また、新たに

開発した遠州綿紬のプログラムにおいては、その工程が分業化されており複雑であったた

め、何度も足を運んで状況を理解することに努めた。その過程で行うつくり手との会話の中

に、プログラム開発の大きなヒントが沢山あった。 

上記のような取り組みを他地域で実践できるようにするため、マニュアルとして「つくり

手とつかい手をつなぐ消費者教育プログラム SDGs 調査隊 地域で取り組む実践ガイド」

をまとめた。全体プログラムを SDGs 調査隊としたのは、プログラム開発時に目指す目標

を明確にすることが重要だと考えたためである。このプログラムを通じて、つかい手である

消費者にはエシカル消費を、つくり手である事業者には消費者志向経営を理解させ、消費者

としての必要な資質を育む内容になっていると評価委員からも評価いただいた。 

 

③ 児童養護施設のヒアリングを通じて配慮事項について整理できたが、新型コロナウイル

ス感染症のため実施が困難となった。 

 児童養護施設で暮らす子供は、18 歳で施設を退所して自立して生活を送る。家庭におけ

る消費者教育の機会を持つことができないため、児童養護施設における消費者教育が非常

に重要である。消費者教育の内容としては、被害に遭わない、合理的な意思決定ができると

いう点も大切だが、今回のように、キャリア教育と関連づけて、消費者市民としての資質が

形成できる本プログラムを児童養護施設で実施する意義は大きい。 

 今回は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されたことにより、プログラムは

中止となった。施設側からは、なんとか実施できないかと連絡をいただいた。この点は本事

業に残された課題である。 

 

④ つくり手とつかい手のつながりを知ることで、消費者志向経営の理解を深める従業員研

修が実施でき、またオンライン研修によって多くの参加者を得ることができた。 

従業員に対する消費者教育の研修に関する情報はほとんどなく、今回は新たに必要なプ

ログラムを開発することとなった。その参考とするため、徳島県の消費者志向経営表彰事業

者等を訪問し、どのような取組を行っているのか等のヒアリング結果を参考にプログラム

を検討した。 

 柿野（2000）2は、従業員の消費者としての主体性を高めることが、消費者志向につなが

ることを指摘しており、それを踏まえて研修内容を組み立てた。すなわち、今回の研修では、

小学生と保護者が参加するつかい手向けのプログラムの映像を見ることで、従業員のつか

い手としての普段の生活の振り返りを行う。それを踏まえて、これからつくり手としてどの

ような取組をしていきたいかを考える構成となっている。 

                                                      

2 柿野成美（2000）「企業の消費者志向と従業員教育」国民生活研究 39（4）,17-27 
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 実際には対面のワークショップを実施する予定であったが、緊急事態宣言により急遽オ

ンラインに切り替えた。そのため、予定していた双方向のコミュニケーションは限られてい

たが、より多くの従業員に視聴していただき、それぞれに意見を述べる場ができたことは非

常に効果的であったといえよう。 

 

⑤ 「実践ガイド」を通じて、地方消費者行政における消費者教育コーディネーターの役割

について紹介することができた。 

 実践ガイドでは、消費者教育コーディネーターのスギタさんという架空の人物をナビゲ

ーターにして紹介を行った。実際、浜松市には２名のコーディネーターが存在しているため、

スギタさんは２名の役割が混在する形で登場をしている。 

それぞれの場面で、どのような取組をしていたのか、スギタさんの吹き出しを通じて、紹

介するように心がけた。コーディネーターが不在の自治体が多いことから、コーディネータ

ーがいないと実現できないと理解されないようにするため、コーディネーターを強調し過

ぎない書き方とした。評価委員からは、地域で消費者教育を広げていくためには、コーディ

ネーターのような人材の必要性が証明されたという意見もあり、その役割は紹介できたと

考えている。他方、消費者教育コーディネーターの分析的な検証がなされていないことが指

摘されていることから、この点については今後の課題としたい。 

 

⑥ 「事業者見学」のプログラムを通じて、地域、学校、行政、企業がつながり、新たな消

費者教育の可能性が見えた。 

本プログラムの大きな特徴として、それぞれの主体が行っている取組を「事業者見学」と

いう一つの取組を通じて、相互の関係性を示し、有機的なつながりとして映像や写真、イン

フォグラフィック等で視覚化できたことにある。特に、実践ガイドの導入に示したインフォ

グラフィックは事業の全体像と目指す姿を示しており、共通理解を促す意味で有効に機能

すると考えられる。 

また今回、一つのパッケージとして「つかい手とつくり手をつなぐ消費者教育プログラム」

を提案し、「SDGs 調査隊」として広く発信することによって、地方消費者行政の関係者を

つなぐキー概念が生成されたと言える。以下のイメージ画像については、使用許可を必要と

しないパブリックドメインとし、広く活用を促すことで、更なる広がりが期待できよう。 
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参考資料① 子育て世代アンケート調査票・単純集計結果 

 

子育て世代の消費者教育に関するアンケート調査 
調査へのご協力とお願い 

 

 公益財団法人 消費者教育支援センター（理事長 中名生 隆）は、消費者教育の専門機関として教

育研修プログラムや教材の制作・普及活動等を推進している公益法人です。 

本年度、当センターでは、消費者庁から「地方消費者行政に関する先進的モデル事業」を受託し、

浜松市（担当：市民生活課くらしのセンター）のご協力のもと親子を対象とした事業所訪問の体験プ

ログラム等、一連の事業を実施することになりました。そこで、下記の要領により浜松市内の小学校

を通じて保護者を対象としたアンケート調査を実施させていただくことになりました。ご多用とは

存じますが、同封の調査票にご記入いただきご返送くださいますようお願い申し上げます。 

記 

 

1. 目 的  家庭における消費者教育の取組み状況、課題、支援の在り方等に 

     ついて調査し、親子対象の体験プログラムの開発の基礎資料とする。 

2. 対 象  浜松市内小学校に通う児童の保護者約 3000 名 

3. 時 期  2020 年 7～8月 

 

◆ご記入にあたってのお願い◆ 

 
  １．調査票の右上の番号は小学校の整理番号です。個人は特定されませんので安心してお答えく

ださい。 

２．ご回答は、あてはまる選択肢の番号に○をつけてください。質問によって○が１つの場合と、

複数の場合があります。また、「その他」を選んだ場合は、（ ）内に具体的な内容をご記入く

ださい。 

３．ご記入は、質問の番号や矢印（→）の指示にそってお願いいたします。  

  ４．ご記入後、同封の返信用封筒（切手不要）にいれて８月２８日（金）までにご投函ください

ますようお願いいたします。※投函締切は上記の通りですが、お手元に届きましたら、できるだ

け早くご回答の上ご投函いただければ幸いです。 

５．返信用封筒の返送先は（一社）新情報センターとなります。新情報センターはアンケート

の集計を行う調査専門機関です。 

  ご不明な点や調査に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 
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≪はじめに、あなたとあなたのご家族のことについてお聞きします。≫ 

問１ この調査票を持ち帰ったお子さんの学年と性別を教えてください。（○は１つ） 
Ｎ＝1,759 

(14.2) 4 年男子 (13.1) 4 年女子 (18.1) 5 年男子 

(18.3) 5 年女子 (17.5) 6 年男子 (18.8) 6 年女子 

  ( 0.1) 無回答 
 

問 2 この調査票を持ち帰ったお子さんとの続柄を教えてください。（○は１つ） 
Ｎ＝1,759 

(10.5) 父 (89.0) 母 ( 0.5) その他（具体的に：   ） 

  ( 0.1) 無回答 

 
問 3 あなたの年齢を教えてください。（〇は１つ） 
Ｎ＝1,759 

( 0.1) 

24 歳以下 

( 0.4) 

25－29 歳 

( 5.4) 

30－34 歳 

(21.7) 

35－39 歳 

(37.6) 

40－44 歳 

(27.0) 

45－49 歳 

( 6.7) 

50－59 歳 

( 0.7) 

60－69 歳 

( 0.1) 

70 歳以上 

( 0.3) 

無回答 

 

問 4 あなたは、現在、収入をともなう仕事をしていますか。あてはまる番号に○をつけてください。 
（○は１つ） 
Ｎ＝1,745 

(79.6) している ( 1.4) 休職中 (18.8) していない    （問６へ） 

  ( 0.2) 無回答 

 
【問 4 で 1 ～2 と答えた方にお聞きします。】  
問 5  あなたのその仕事は、どのような形態ですか。あてはまる番号に○をつけてください。 
複数の仕事についている場合は主要なもの一つについて、お答えください。（○は１つ） 
Ｎ＝1,414 

( 6.7) 公務員 ( 3.5) 自営業主（個人経営の商店主・工場 

主・農業主等の事業主を含む） 

(29.2) 公務員以外の正社員・正職員 ( 4.8) 家族従業者（農家や個人商店等で農 

作業や店の仕事等を手伝っている） 

(50.1) パート・アルバイト・契約社員・嘱託など ( 1.7) 家庭での内職など 

( 3.3) 会社・団体等の役員 ( 0.6) その他（具体的に：        ） 

 ( 0.1) 無回答 
 

(全員の方に) 

問 6 あなたの家族構成（一緒に生活している人）を教えてください。（〇はいくつでも） 
また、お子様については人数も教えてください。 
Ｎ＝1,745 

(90.1) 配偶者（内縁も含む） (17.6) 子供（未就学児） →（平均 1.1）人 

(43.6) 子供（中学生以上）    →（平均 1.2）人 (17.5) 親 

(100.0) 子供（小学校 4～6 年生）→（平均 1.1）人 ( 3.3) その他の親族 

(33.6) 子供（小学校 1～3 年生）→（平均 1.0）人 ( 0.1) 親族以外の方 

 ( － ) 無回答 

（平均値の該当数は順に、Ｎ＝760、Ｎ＝1,745、Ｎ＝586、Ｎ＝307） 

 

 
Ｎ＝1,759 は外国人保護者を含む全数 
Ｎ＝1,745 は日本人保護者全数 
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≪ここからは、あなた自身の消費生活に関する学習の機会などについてお聞きします。≫ 

問 7 消費生活に関する学習が学校、地域、職場等の様々な場で行われています。 
（学習内容は問 8を参照）あなたは、こうした授業・講座や催しを受けたことがありますか。 
   （○は１つ） 
Ｎ＝1,745 

(24.4) ある (68.1) ない  （問 10 へ） ( 7.4) わからない  （問 11 へ） 

  ( 0.1) 無回答 

 

【問 7 で 「1 ある」 と答えた方にお聞きします。】 

問 8 それは、どのような内容のものでしたか。（○はいくつでも） 
Ｎ＝425 

(34.4) 安全・安心な商品の選び方・表示の見方 (49.6) 情報通信の有効活用、安全確保(例：

インターネット、携帯電話・スマホ

の安全な利用法など) 

(33.9) 契約のルールや取引のトラブル防止策 

(例：クーリング・オフの仕方など) 

( 9.6) 製品事故や取引被害にあったとき 

の解決手段 (例：相談機関の情報 

など) 

(23.8) 家計の管理、生活設計（ライフプラン）  ( 9.9) 持続可能な開発目標（SDGs）、エ 

シカル消費について 

(36.5) 環境に配慮した生活 (例：環境に配慮

した製品の購入やゴミの減量など) 

( 1.6) その他(具体的に:          ） 

 ( 1.2) 無回答 

 

問 9 それは、どのような機会に受けましたか。（○はいくつでも） 
Ｎ＝425 

(57.4) 小中学校、高等学校の授業や活動等 ( 5.4) 消費者団体・生協等主催の講習会 

・勉強会等 

( 9.4) 大学・専門学校等の講義等 (14.4) 事業者・事業者団体主催の講習会・

見学会等 

( 7.1) 市（くらしのセンター等）の講習会・出

前講座等 

(32.5) 職場での講習会・勉強会等 

( 2.6) 県（西部県民生活センター等）の講習会・

出前講座等 

( 8.2) その他（具体的に：          ） 

 ( 0.7) 無回答 
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【問 7 で 「２ ない」 と答えた方にお聞きします。】 

問 10 あなたが消費生活の講座や催しに参加したことがない理由として、あてはまるものを 

すべて選んでください。（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,188 

(19.6) 日程・場所が合わない ( 5.1) 居住する地域では学習の機会が提供

されていなかった 

(32.9) 忙しく時間がない (13.4) 講座や催しに参加することは面倒で

ある 

(52.9) 講座や催しが開催されていることを知

らなかった 

(19.8) 講座や催しのテーマに興味・関心がわ

かない 

( 8.0) 学んだ学校では学習の機会が提供され

ていなかった 

( 6.4) 他の機会で情報を得ているから参加

する必要がない 

(11.1) 勤務先では学習の機会が提供されてい

なかった 

( 2.0) その他（具体的に:            ） 

 ( 1.0) 無回答 

(全員の方に) 

問 11 次の消費生活に関する情報の中から、あなたが今までに接したことがある情報をすべて 

お答えください。（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,745 

(13.6) 消費者に関わりの深い法律、制度 (30.9) 環境に配慮した商品・サービスの情報

や省エネなど 

(22.6) 消費生活に関するトラブルの相談窓口

や利用方法 

(21.6) 持続可能な社会の実現を目的とす 

るさまざまな取組（SDGs、エシカル

消費、フェアトレード、食品ロスの削

減など） 

(30.2) 悪質商法などの手口とトラブルへの対 

    処 

(21.8) 家計管理や生活設計（ライフプラ 

ン）についての知識 

(23.6) クレジットの利用法など金融に関する

知識 

(19.9) 生活の質の向上に役立つ衣食住な 

どに関する知識 

(36.4) インターネットトラブルに関する事例 ( 3.3) 消費者問題に取り組む団体・グル 

ープなどの活動 

(24.9) 商品やサービスの安全性やリコール情     

    報 

( － ) その他（具体的に:         ） 

(33.4) 食品の安全性や食品表示制度 (26.5) 特にない   （問 13 へ） 

 ( 3.2) 無回答 
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【問 11 で１～13 と答えた方にお聞きします。】 

問 12 あなたは、問 11 で答えた消費生活に関する情報を主にどこで得ていますか。 

（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,228 

(19.9) 学校や PTA (68.8) インターネット（情報検索） 

( 3.9) 公民館等の講座・ワークショップ 

など 

(17.6) 事業者等からのお知らせ 

(51.3) テレビ・ラジオ (21.7) 広報紙・ホームページ 

(39.2) 新聞・雑誌（フリーペーパーを含む） (22.6) 家族・知人 

(33.3) インターネット(SNS の情報、口コミ等） ( 4.6) その他（具体的に：     ） 

 ( 1.8) 無回答 

 

≪ここからは、あなたとあなたのお子さん（問 1 で回答されたお子さん）の家庭生活の状況に 

ついてお聞きします。≫ 

家庭での約束事（ルール）について 

問 13 あなたは、お子さんの普段の生活で問題があると感じている行動はありますか。 

（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,745 

(28.5) テレビを見る時間が長い (13.1) 欲しい物があると、家族にねだる 

(28.2) 携帯電話・スマートフォンを使う 

時間が長い 

(25.8) 物を大事に使わない 

(45.2) ゲームをする時間が長い ( 4.8) その他（具体的に：      ） 

( 7.9) おこづかいを無計画に使う (16.4) 特にない 

 ( 2.3) 無回答 

 

問 14 あなたは、お子さんとの間で以下のような約束事（ルール）を決めていますか。 

（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,745 

(32.5) テレビを見る時間（長さ、時間帯） (15.2) 物の選び方（表示を見て買うなど） 

(48.4) 動画や SNS を見る時間（長さ、時間帯） (36.5) 物の買い方（買う時に相談する、一

度に買う量を決めている など） 

(63.0) ゲームでの遊び方や時間の長さ (55.5) 帰宅する時刻（門限） 

(35.2) おこづかいの金額 (67.3) 寝る（起きる）時刻   

(22.3) おこづかいの使い方  ( 2.4) その他（具体的に：           ） 

(20.9) おこづかいの管理方法 ( 3.3) 決めていない 

 ( 0.6) 無回答 
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買い物・おこづかいについて 

問 15 食品や日用品などを購入する日常の買い物にお子さんと一緒に行くときに、以下のような 
ことについて話題にすることがありますか。（○はいくつでも） 
Ｎ＝1,745 

(79.5) 値段 (14.3) 食品ロスについて 

(65.6) 食品の賞味期限・消費期限 (46.7) エコバックのこと 

(35.1) 生産地 ( 9.9) 食品の農薬の使用 

( 2.5) JAS マークやエコマークなどの表示 (32.6) バランスの良い食事 

(57.1) 本当に必要かどうか ( 2.1) その他の話題（具体的に：     ） 

(32.3) 買った後、無駄なく食べきれたり、使い

きれたりできるか 

( 3.1) 特に、話題にすることはない 

(10.1) 環境に配慮された（詰め替え、リサイク

ル可能等）商品かどうか 

( 3.7) 一緒に買い物にいかない 

 ( 0.5) 無回答 

 

問 16 お子さんが一人で買い物をすることはありますか。（○は 1つ） 
Ｎ＝1,745 

( 1.3) 

よくある 

(37.3) 

ある 

(40.5) 

あまりない 

(20.1) 

ない 

( 0.1) 

わからない 

( 0.8) 

無回答 

 

【問 16 で「１～2」と答えた方にお聞きします。】 
問 17 お子さんが一人で買い物に行き買うものは何ですか。 
（○はいくつでも） 
Ｎ＝673 

(34.3) 本やマンガ (17.2) 友人や家族へのプレゼント 

(38.5) 文房具 ( 6.4) アクセサリー等の雑貨 

( 0.9) 参考書 ( 9.5) その他（具体的に：        ） 

(86.2) 菓子・飲み物など ( 0.1) わからない 

 ( － ) 無回答 

(全員の方に) 
問 18 お子さんにおこづかいをあげていますか。（○は１つ） 
Ｎ＝1,745 

(33.1) 定期的にあげている ( 3.3) その他（具体的に：       ） 

(34.7) 必要な時にあげている (16.7) あげていない 

(11.1) 家の仕事をした時にあげている ( 1.1) 無回答 

 

 
【問 18 で「1 定期的にあげている」と答えた方にお聞きします。】 
問 19 おこづかいの金額はどのくらいですか。 
Ｎ＝578 

月平均でおよそ（      /       ）円 

 

 

（問 20 へ） （問 20 へ） 

（問 18 へ） 

平均

823 

中央値

600 
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（問 26 へ） 

 (全員の方に) 

問 20 お子さんはおこづかい帳をつけていますか。（○は１つ） 
Ｎ＝1,745 

(10.0) つけている (82.3) つけていない 

( 6.1) 時々つけている ( 0.6) わからない 

 ( 1.0) 無回答 

インターネットの利用状況と家庭でのルールについて 

問 21 お子さんがインターネットを利用する際、どのような機器を使っていますか。 

（○はいくつでも） 
Ｎ＝1,745 

(53.0) スマートフォン ( 4.8) 利用していない 

( 4.0) 携帯電話 ( － ) わからない 

(32.6) パソコン ( 0.3) 無回答 

(52.4) タブレット  

(41.1) ゲーム機  

( 1.9) その他（具体的に：       ）  

【問 21 でインターネットを使っている（1～6）と答えた方にお聞きします。】 

問 22 お子さんが一日にインターネットを使う時間は平日、休日それぞれ平均してどのくらいですか。

Ｎ＝1,657 

平日の平均利用時間 およそ（ 1 時間 16 分 / 1 時間 00 分 ）程度 

休日の平均利用時間 およそ（ 2 時間 25 分 / 2 時間 00 分 ）程度 

 

問 23 お子さんのインターネット利用について、以下のような約束事（ルール）を決めていますか。 
（○はいくつでも） 
Ｎ＝1,657 

(71.3) 利用する時間 ( 8.3) 決めていない    (問 26 へ) 

(41.8) 利用する場所 ( 0.1) 無回答 

(46.0) 利用するサイトやアプリ  

(22.8) SNS などでやり取りをする相手  

(42.4) ゲームやアプリの課金などの利用方法  

( 2.2) その他（具体的に：      ）  

【問 23 で、１～６と答えた方にお聞きします。】 

問 24 お子さんはルールを守っていますか。（○は１つ） 

Ｎ＝1,518 

(34.3) 守っている ( 0.1) わからない 

(51.5) 大体守っている ( － ) 無回答 

(11.9) あまり守っていない  

( 2.2) 守っていない  

（問 26 へ） 
（問 26）へ） 

（問 25 へ） 

平均       中央値 
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【問 24 で、3～4 と答えた方にお聞きします。】 

問 25 ルールを守っていないことについて、お子さんと話し合うことはありますか。 

（○は１つ） 

Ｎ＝214 

(43.9) よく話し合う ( 0.5) 全く話し合わない 

(49.1) 時々話し合う ( 0.5) その他（具体的に：       ） 

( 5.1) あまり話し合わない ( 0.9) 無回答 

 

≪ここからは、消費生活についての家庭での学びや親子で一緒に学ぶ機会などについてお聞き 

します。≫ 

問 26 消費者として必要な知識やスキルのうち、実際に家庭で教えていることは何ですか。 

あてはまるものをすべて選んでください。（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,745 

(76.1)  環境への影響を考えて生活すること

（例：不要な電気は消す、物は大切に使 

うことなど） 

(54.1) お金の使い方、管理方法 

(42.6) 物の安全な使い方 (70.5) 約束や決まりの大切さ 

(62.8) 困った時、誰かに相談すること (47.4) インターネットの安全な使い方 

(39.0) 物の選び方、買い方 ( 0.7) その他（具体的に：     ） 

(75.2) お金の大切さ ( 1.8) 特に教えていない    

 ( 0.2) 無回答 

 

問 27 消費者として必要な知識やスキルのうち、家庭でお子さんに教えたいと思うことは何ですか。 

あてはまるものをすべて選んでください。（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,759 

(62.3) 環境への影響を考えて生活すること 

（例：不要な電気は消す、物は大切に使う 

ことなど） 

(68.0) お金の使い方、管理方法 

(46.4) 物の安全な使い方 (67.8) 約束や決まりの大切さ 

(67.7) 困った時、誰かに相談すること (70.7) インターネットの安全な使い方 

(51.7) 物の選び方、買い方 ( 1.9) その他（具体的に：     ） 

(68.8) お金の大切さ ( 1.0) １～9 のことは家庭ではなく学校 

で教えてほしい 

 ( 1.2) 無回答 
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問 28 家庭でお子さんに消費者として必要な知識やスキルについて教える時に、必要な情報を 

どこから得ていますか。（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,745 

(34.0) 学校や PTA (16.7) 広報紙・ホームページ 

( 2.2) 公民館等の講座・ワークショップなど (51.8) 家族・知人 

(52.6) テレビ・ラジオ (64.8) 自身の経験から 

(33.4) 新聞・雑誌（フリーペーパーを含む） ( 1.8) その他（具体的に：        ） 

(25.7) インターネット(SNS の情報、口コミ

等） 

( 2.6) 特に情報は得ていない 

(54.8) インターネット（情報検索） ( 0.5) 特に教えていない 

( 7.7) 事業者等からのお知らせ ( 1.3) 無回答 

 

問 29 家庭でお子さんに問 26 のような内容を教える際の課題は何だと思いますか。 

（○はいくつでも） 
Ｎ＝1,759 

(34.8) 自分が忙しくて時間がない ( 8.7) その他（具体的に：       ） 

(12.5) 子どもが忙しくて時間がない (29.7) 特に課題はない 

(32.6) 教え方がわからない ( 0.5) 特に教えていない 

(10.8) 情報が得られない ( 2.3) 無回答 

 

問 30 親子が一緒に消費者として必要な知識やスキルを学ぶ機会は重要だと思いますか。（〇は１つ） 
Ｎ＝1,759 

(50.0) 思う ( 6.5) あまり思わない 

(42.3) まあまあ思う ( 1.1) 思わない 

 ( 0.2) 無回答 

 

問 31 どのような機会があると良いと思いますか。（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,759 

(47.9) 学校で開催される親子一緒に講義を聞

く機会 

(33.4) 学校外で開催される親子向けイベ 

ントや体験プログラム 

(52.6) 学校で開催される親子向けイベントや 

体験プログラム 

( 3.9) その他（具体的に：        ） 

(15.1) 学校外で開催される親子一緒に講義を 

聞く機会 

( 9.3) 機会は必要ない 

 ( 1.5) 無回答 
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問 32 今後、浜松市において、親子で生産者や事業所を訪ね、身近な消費生活について考える 

体験プログラムを実施する予定です。訪ねてみたいと思う生産者や事業所を選んでください。 

（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,759 

(57.9) 農業（例：有機農業農家 等） (39.7) 金融業（例：銀行・信用金庫等） 

(43.3) 水産業（例：浜名湖の漁師 等） (36.2) 流通業（例：スーパーマーケット、 

コンビニ 等） 

(32.5) 林業（例：天竜すぎ木材加工 等） (49.7) 伝統工芸・文化（例：遠州織物工房  

等） 

(31.4) 畜産業（例：食肉加工 等） (21.7) 浜松地域ブランド「やらまいか」の 

事業所（浜松商工会議所認定） 

(45.8) 機械工業（例：ものづくり企業 等） ( 1.5) その他（具体的に：        ） 

(55.3) 食品工業（例：加工食品、お菓子） ( 2.5) 無回答 

 

問 33 親子で参加する体験プログラムに、以下のどのようなことを期待しますか。 
（○はいくつでも） 
Ｎ＝1,759 

(64.3) 見学する (41.4) 商品を買ったりもらったりできる 

(76.6) 生産体験をする ( 1.0) その他（具体的に：       ） 

(55.3) 生産者の話を聞く ( 3.6) 特にない 

(44.1) 生産されたものを食べる ( 1.0) 無回答 

 

 

≪最後に、フェアトレードについて皆さんにお聞きします。まずは枠の中をお読みください。≫ 

「フェアトレード」とは、発展途上国でつくられた作物や製品を、適正な価格で継続的に 

取引することで、立場の弱い生産者等の生活改善と自立を目指す貿易の仕組みです。 

「フェアトレードタウン」とは、フェアトレードを、市民、市民団体、事業者と行政が一体 

となり都市ぐるみで推進する自治体のことです。浜松市は日本で４番目のフェアトレード 

タウンに認定されています。（参考：浜松市 Webサイト） 

 

問 34 「フェアトレード」を知っていましたか。（〇は１つ） 

Ｎ＝1,759 

(40.3) 

知っていた 

(13.1) 

言葉は知っているが意味は知らなかった 

(46.2) 

知らなかった 

( 0.5) 

無回答 

 

問 35 浜松市が「フェアトレードタウン」であることを知っていましたか。（〇は１つ） 

Ｎ＝1,759 

( 7.5) 知っていた (92.0) 知らなかった ( 0.5) 無回答 
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問 36 日頃の生活においてご自身またはご家族で実践していることはありますか。 

（○はいくつでも） 
Ｎ＝1,759 

(91.1) 必要のない電気は消す (39.5) 地産地消を意識して地元のものを 

選ぶ 

(59.1) 必要なものは必要な分だけ買う (19.9) すぐに食べるものは陳列棚の手前 

にあるものを選ぶ 

(62.3) 食材は無駄なく使いきる (18.0) 地域の社会貢献活動（ごみひろい 

など）に参加する 

(46.1) ごみをへらし、再利用やリサイクルを行   

    う 

( 1.6) 地域などで消費生活に関する教育 

や講座を受ける 

(45.3) 情報をうのみにしない ( 0.5) その他（具体的に：       ） 

(90.4) 買い物にはエコバックを使う ( 0.7) 特にない 

( 5.3) フェアトレードの商品を選ぶ ( 0.3) 無回答 

 

問 37 フェアトレードやフェアトレードタウンのことをもっと多くの方に知っていただくためには、 

浜松市としてどのような工夫が必要だと思われますか。自由にご記入下さい。 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 



 

参考資料② SDGs調査隊実践ガイド 
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